
３ 入所が決定した児童への
送付書類について



（１）入園説明会案内文書

【概要】

• 入所が決定した児童に対し、重要事項説明や
入所にあたっての留意事項、持ち物の確認等
のため説明会を実施する場合は、保護者に対
して案内文を送付してください。

• 説明会の開催については、１次調整後と２次
調整後に複数回行う場合と、２次調整後にまと
めて行う場合が考えられ、回数は各施設で判
断が可能です。
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【送付対象】

• 新年度から入所が決定した児童
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（１）入園説明会案内文書



【概要】

• 入所が決定した児童に対
し、各施設が家庭の状況
等を把握するために使用
するものです。

【送付対象】

• 新規入所児全員（きょうだ
いで入所する場合は人数
分の送付が必要）

4

（２）児童票

様式の例です
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【概要】

• 札幌市児童福祉法施行条例において、児童
福祉施設の長は入所した児童について入所
時及び年２回の健康診断を行う必要があると
しています。医療機関における入所前の健康
診断が行われた場合は入所時の健康診断を
行わないことができるとしているため、保護者
に提出を依頼するものです。
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（３）入園時健康診査
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【送付対象】

• 入所日時点で満２
歳未満の新規入所
児
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（３）入園時健康診査

両面の様式です。

様式を変更せずに使
用してください。
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